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隊長：切東庄史 

猿投山の新緑が美しい季節となりました、藤岡南地区の皆さんはご健勝のことと、お喜び 

申し上げます。 

さて、お助け隊活動も４年目を迎え、生活支援に加えて以前から要望がありました買い物や医療

機関等への移動支援のサービスとして、タクシーチケットの補助を 5 月よりスタートします。 

高齢や障がい等で運転できない方が対象となります。 

ご利用の方は、お近くの民生・児童委員や地域包括センターや自治区へお問い合わせください。 

当会としても引き続き、身近な住みなれた地域で生活できるように活動を進めて参ります。 

共に活動していただける方を募集しています、少しの空いた時間でも結構です。 

お気軽にご参加下さい。 

タクシーチケット補助のご案内！ 

Vol ６ 

① 運転免許を返納された方、近々返納予定の方 

② もともと運転免許保有していない方 

③ 急な事情でタクシーが必要となった方 

４，チケット利用にあたって 

共に活動してくださる方を募集しています！ 

ボランティアに興味がある、少し時間ができた、仲間づくり、これまでのスキルを活かしたい、

などなど。お気軽にご参加ください。 

連絡先：地域包括支援センター藤岡の楽園 TEL0565-75-1258 

１，対象となる方（使用はご本人に限ります） ２，使用期間 

令和９年３月３１日まで、期限内に使いきれていな

い場合は速やかにご返却ください。チケット代は年

度内に代金を返却します。 

３，チケット購入 

① 民生・児童委員や地域包括支援センター、自治区長に申込用紙に記入の上、申し込んでください。 

② チケットの販売はふじなんたすけあい（愛）隊が自宅を訪問し料金と引き換えます。 

③ 申込する方は会員として５００円/年徴収します。（初回のみ） 

④ チケットは１０００円/枚５枚セット、５０００円分を１５００円で販売します。（一人１セットまで） 

① タクシー会社へ配車依頼（名鉄タクシー・豊栄タクシー・ころもタクシー限定） 

② 利用にあたっては藤岡南地域外での乗降に限ります。（事業者との契約条件） 

③ チケットは１０００円/枚として利用、複数枚利用できます。超えた分は個人支払い。 

１０００円未満でもお釣りは出ません。 

④ 紛失されても再発行はしません。 

⑤ 福祉タクシー補助券との併用はできません。 

（参考）免許返納者は証明書を見せると１０％割引となります。 
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